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第４節 環境情報分野 
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～施策方針Ｋ 環境教育の推進と環境学習・環境活動の充実～ 

施策 30：地域と連携した環境教育の推進 

取組み項目① ESD の推進 

（１）地域とのつながりを大切にした環境教育を進める。（教育指導課） 

（２）「多摩市子どもみらい会議」を開催し、住み続けるまちづくりをテーマに児童生徒の学習成果を発表 

し合い、意見交換を行うとともに、未来のよりよい社会を創造するためのメッセージをまとめ発信す 

る。（教育指導課） 

（３）「ＥＳＤ実践事例集」を作成して当該年度の取組の成果を共有するとともに今後の教育活動の改善・ 

充実に役立てる。（教育指導課） 

（４）環境地図展などを開催し、小・中学生やその家族の環境に対する意識の向上を図る。（環境政策課） 

令和元年度の取組み内容 

（１）各学校においては ESD を推進し、総合的な学習の時間等を中心とした環境教育を進め、地域の自 

   然を活用した体験的な活動を積極的に推進している。また、水辺の楽校等の環境教育を推進す 

   る地域団体と連携を図り、体験的な活動の充実を図っている。 

（２） 市内小・中学校（5 校）の児童・生徒の代表が身近で社会的な課題について、主体的に考える「多 

摩市子どもみらい会議」を開催した。平成 30 年度行ったメッセージ「Welcome に市民が人と関

わりを教え合う場をつくろう」を踏まえた ESD に各校で取り組み、令和元年度の ESD 実践事例集

にまとめた。令和元年度はテーマを「SDGｓ１１ 住み続けられるまちづくりを」を踏まえた「地

域」とし、児童・生徒が自校の ESD の成果を発表するとともに、会議を通じて、統一メッセージ

「地域や自然との関わりを大切にし、それを行動にうつすことで、多摩市を住み続けられるまちに

しよう」を他校の児童・生徒や参加した保護者、地域住民等に広く発信することができた。 

（３）ＥＳＤの取り組みの成果を市内外へ情報発信するため、冊子「子どもが創る 多摩市のみらい（ESD 

   実践事例集⑤」（令和２年３月多摩市教育委員会）を作成し、配布した。また、令和２年度多摩市 

      教育委員会主催の ESD 実践研修において、学校の取組等について情報共有・協議を行う予定であ 

る。 

（４）令和元年度も「多摩市身のまわりの環境地図作品展」を開催した。作品展の実績としては、出展校 

は小学校 9 校、中学校 5 校の計 14 校で、昨年度よりも 2 校減少した。作品数は、小学校 122 

点、中学校 301 点で、計 423 点、作品の制作者数は小学生 168 名、中学生 301 名の計 469 名 

となり、昨年度より作品数・製作者数共に減少したが、数多くの作品が提出された。  

令和元年度の取組み内容の評価 

 ↑取組みが前進した 

【理由】 

（１）各学校とも地域の外部人材との活用を積極的に行い、総合的な学習の時間を中心とした ESD が 

   推進しているため。 

（２）平成３０年度に引き続き、令和元年度「多摩市子どもみらい会議」では、ESD コンソーシアムに協 

   力 をいただいている団体、地域関係者だけでなく、市内にある東京都立多摩桜の丘学園、東京都立 

   永山高等学校、企業などが関わり合い、「２０５０年の大人づくり」を地域全体で推進する体制を構 

築することができたため。 

（３）昨年度までと同様、学校の実践をとりまとめた事例集を作成することができたため。 

   ESD検討委員会を設置し、市内小中学校教員及び校長から委員を選出し、令和2年度以降のESDの 

   展開について検討を行い、方向性を示すことができたため。 

（４）第１回目の開催から 20 年以上が経ち、平成 29 年度から作品の募集にあたって狭義の環境をテーマ 

   にしぼったことで、よく遊ぶ公園や、よくみかける生き物など、生活の延長線上としての「身のまわ 

   りの環境」を扱う作品が増えた傾向がみられ、当事業を始めた原点に返り、子どもたちの身近な環境 

   への関心を高めることができた。 
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今後の課題 

（１）より充実した環境教育が実施されるために外部団体とのより密な連携が求められる。そのための打ち 

   合わせ時間等の確保を行っていくこと。 

（２）「多摩市子どもみらい会議」のメッセージを踏まえ、学校における環境教育に係る学習を見直し、取 

   り組みの充実を図っていく。また、市内外への情報発信を見直し、改善を図ることができるよう、教育 

指導課は、活用方法等について指導・助言をしていくこと。 

（３）昨年度と同様に学校が事例集を参考に、自校の取り組みを見直し、改善を図ることができるよう、教 

   育指導課は活用方法等について指導・助言していくこと。 

   令和２年度以降の「多摩市子どもみらい会議」の中で、小中連携を図った取り組みや義務教育 9 年間 

   を見通した ESD で育成する資質・能力の設定など、子どもたちの主体性を一層育む教育活動の充実を 

図ること。 

（４）作品を出展する学校数の増加や、作品展への来場者数の増加にも力をいれていきたい。 

   また、これまでパルテノン多摩を会場として使用していたが、令和 2 年度以降は大規模改修が予定さ 

れており使用ができないため、地図展を継続的に開催できるよう検討を進めたい。 
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取組み項目② 幼少期における環境学習の推進 

（１）市内幼稚園や保育園、児童館や学童クラブ等で、環境への理解を深める機会を設ける。 

               （子育て支援課、児童青少年課、ごみ対策課、環境政策課） 

（２）子どもを対象とした農業体験事業を実施する。（児童青少年課） 

令和元年度の取組み内容 

（１）《自然》 

野菜の栽培        四季折々の野菜を育てる(きゅうり、ナス、ゴーヤ、おくらなど延べ１２種類) 

今年度は新たな取り組みとして、米の収穫、赤シソの栽培とジュースづくり 

を体験 

身近な生き物の飼育 モンシロチョウの飼育、ザリガニの飼育など各年齢で体験し、成長を喜ぶ 

草花で遊ぶ     春の野の花、秋の落ち葉などで存分に遊ぶ 

雪遊び       雪や氷の性質を感じながら遊ぶ 

《食品ロスに取り組む》 

「おいしいね」の気持ちを育てる    

昨年に引き続き、食べ物を大切にする心を育てる取り組みとして、保育士だけでなく栄養士・調 

理師のかかわりを積極的にし、「心を込めて作った給食をおいしく食べてね」と伝えることに心 

がけた。調理担当の職員に声をかけられた日は残食が少ないとの報告があがっている。 

（子育て支援課）                          

・環境政策課と小中学校と連携し、児童館や学童クラブでグリーンカーテンを育て、エコについての 

 意識を高めた。 

・その他、身の回りの自然に目を向けて、様々な体験を通してその大切さを実感し、また環境問題に 

も視野を広げられるように、児童館の状況に合わせて以下の事業を実施した。 

「たけのこ探検隊」（１回３２人）   「むしムシ探検隊」（２回７５人） 

「みどりの中であそび隊」（２回７８人） 「花からクラブ」（１２回９１人）（児童青少年課） 

市内小学校4校の4年生を対象に、ごみのゆくえや処理の仕方に関心を持ってもらい、環境保全の 

観点から、ごみ減量の必要があること、発生抑制や再利用、リサイクル等の重要性について、楽し 

く理解してもらうことを目指して出前教室を実施した。（ごみ対策課） 

 

（２）農業委員会と連携し、市内の畑でサツマイモ等を育て、収穫し、食物の成長や多摩市内の農業環境 

   を学んだ。     

児童館５館で実施  延べ実施回数 ２５回 延べ参加人数 ７３２人 

令和元年度の取組み内容の評価 

 ↑取組みが前進した 

【理由】 

（１）《自然》 

・継続の体験として、乳児クラスは散歩に出かけ、身近な虫に触れたり、草花に触れたりする活動 

を楽しんだ。 

生き物の飼育…メダカ、ザリガニ、カタツムリ、カブトムシなど身近な生き物を飼育した。より 

良い環境や、食べ物などを調べるなどしながら大切に飼育し、メダカやカブトムシが卵を産み成 

長する姿を観察した。 

草花で遊ぶ…春の花、秋の落ち葉など、五感を使って四季折々の自然に触れながら、植物への興 

味や関心を育てることができた。 

水たまりや雪であそぶ…四季折々の自然現象を遊びに取り入れ、様々な体験を楽しむ。 

《食品ロスに取り組む》 

昨年度からの継続事業。食事が楽しい時間と感じられると同時に、作ってくれた人への感謝の気 

持ち、食べ物を大事に思う気持ちを育てるため、あらゆる職種が協働して子どもたちに働きかけ 

た。いろいろな人(栄養士や調理師等)から話を聞いたり、褒められることで、提供された食事を 

大切に食べようとする気持ちが育っている。 （子育て支援課） 

昨年と同様にグリーンカーテンを実施した。他の事業についても各館の状況に合わせて、昨年度 

   同様に実施した。（児童青少年課） 

児童によりわかりやすく、具体的に説明できるようにパワーポイントの内容を改訂した。 

（ごみ対策課） 

（２）実施館は昨年同様。参加者は、減少した館もあったが、多くの館で増加していた。（児童青少年課） 
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今後の課題 

（１）プラスチックごみの減量について、保護者も巻き込みながら伝えていきたい。（子育て支援課） 

   今後、順次、児童館の大規模改修工事を予定しているが、その間事業を実施することが可能か。 

（児童青少年課） 

実施校が定着しつつあるため、新たな学校に出前教室を実施してもらう取組みが必要である。 

（ごみ対策課） 

（２）今後、順次、児童館の大規模改修工事を予定しているが、その間事業を実施することが可能か。 

（児童青少年課） 
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幼少期における環境学習推進への取組み（子育て支援課） 

ＥＳＤの推進（教育指導課） 

 

   

施策３０②「身近な生き物の飼育」        施策３０①「多摩市ことも未来会議」 

 

 

 

環境を楽しむ多様な機会の提供 各種団体や市民、指導者との連携支援（教育振興課） 

 

施策３１②、３２④「ぞうり作り体験会」    施策３１②、３２④ 「しめ縄作り体験会」 
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幼少期における環境学習推進への取組み（児童青少年課） 

  

 

 

 

 

 

 

        

  

 

    施策３０②「むしムシ探検隊」         施策３０②「みどりの中であそび隊」 

   

       

   施策３０②「花からクラブ」              施策３０②「体験農業」 

 

環境を楽しむ体験型活動の充実（児童青少年課） 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策３１①「どんど焼き」           施策３１①「多摩そば作り」 
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施策 31：環境を楽しむ体験型活動の充実 

取組み項目① 子どもを対象とした環境活動の推進 

（１）子どもを対象とした楽しみながら環境について学ぶ機会を設ける。（環境政策課） 

（２）子どもを対象とした自然の中でのキャンプ、イベントへの支援を行う。（児童青少年課） 

（３）子どもを対象とした伝統行事等を体験する機会への支援を行う。（児童青少年課） 

令和元年度の取組み内容 

（１） 下記の事業を計画または実施した。（全 19 事業） 

     ●多摩市水辺の楽校楽校式（４月） ●多摩市まち美化キャンペーン～ごみゼロデー～（５月） 

   ●川の生き物調査・観察会（６月）●水生生物の水槽展示（６月）  

   ●多摩川カヌー体験教室（９月） ●多摩市ツバメ調査出前授業（５・６月） 

   ●全国一斉水質調査（６月） ●大栗川水辺まつり（７月）   

   ●グリーンカーテン環境出前授業（４月～７月）  

      ●多摩川源流体験サマーキャンプ（７月）  

   ●多摩市版クールシェア（８月） ●図書館生物多様性企画展示（７・８月） 

   ●乞田川の恵み（８月）  

   ●環境ウォッチング（10 月） ●多摩市まち美化キャンペーン（11 月） 

   ●多摩市身のまわりの環境地図作品展（12 月） 

   ●多摩エコ･フェスタ 2020（１月）  ●冬鳥観察会（２月） 

   ●安全講習と川遊び（多摩川カヌー体験教室・大栗川水辺まつり・乞田川の恵みの際に実施） 

（２）  中高生のリーダー育成に視点を置いた、宿泊キャンプを八ヶ岳少年自然の家で実施していたが、 

    令和元年度は新型コロナウイルス感染症の影響で中止になった。 

（３）  青少年地区委員会のもと、それぞれの地域でどんど焼きを実施し、青少協地区委員会に対しては 

補助金等の支援を行った。 

青少協補助対象のどんど焼き実施数：１２地区 

また、地域からの要請に基づき、青少年活動サポーターを派遣して多摩そば作り（指導）の派遣 

事業を行った。 

派遣回数：２６回（打ち合わせ、麦の育成授業等を含む） 

令和元年度の取組み内容の評価 

 ↑取組みが前進した 

【理由】 

（１） 多摩エコフェスタ２０２０において大ホールホワイエに「あそびひろば」を新たに設け、竹とん 

    ぼ・竹ぼっくり・木の積み木で遊んだり、自然や環境の様々な絵本や本を楽しめるようにしたた 

    め。 

（２）  青少年リーダー及び青少年活動サポーターの人数に見合う参加人数で事業計画するため。 

（３）  各地区委員会の計画のもと実施する事業であるため。 

今後の課題 

（１） 実施事業の新たな担い手の育成や手法の検討をするとともに、計画的な事業実施をして、事業数 

を増やしていく必要がある。 

（２）  青少年リーダーの育成と若手青少年活動サポーターの補充。 

（３）  今後伝統行事を担うであろう、地域の中学生などの参加の促進。 
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取組み項目② 環境を楽しむ多様な機会の提供 

（１）自然観察会や生き物の写真の投稿会など、生き物にふれあう機会を提供する。（環境政策課） 

（２）家庭菜園や体験型市民農園など、農に親しむ場を提供する。（経済観光課） 

（３）炭焼きやぞうり作り、古民家体験会など、多摩の伝統的生活を体験する機会を提供する。 

（教育振興課） 

（４）市民団体等と連携し、みどりや環境に関する講座や講習会、体験型イベント等、市民ニーズに応じた

多様な機会を提供する。（公園緑地課、教育振興課） 

令和元年度の取組み内容 

（１）多摩市水辺の楽校や多摩市環境行事実行委員会と協働して、子どもたちに水辺の生き物を調査・観 

   察させるイベントを企画・実施した。他方で、多摩市公式ホームページ内の、市内で見つけた動植物 

   に関する情報を写真とともに掲載する「多摩市内で見つけた自然を教えて下さい」コーナーや、市内 

   の多摩川（府中四谷橋付近から市立交通公園先の間）や大栗川、乞田川で見られる野鳥の写真を掲載 

   する「多摩川野鳥ギャラリー」コーナーにおいて情報を募集した。 

   また、引き続き６月の環境月間の水生生物の水槽展示を、市内ショッピングセンターで行い、多く 

   の人に PR できるように取り組んだ。 

（２）家庭菜園は、市民の余暇活動の一環として土に親しむ機会を提供するため農家から農地を借り、区画

毎に貸し出しを行っている。平成 30 年度は更新によって新たに 298 区画の貸し出しを行い、令和

元年度末現在２７２区画が利用されている。（経済観光課） 

（３）炭焼き事業は、平成 30 年度同様に年 3 回実施し、昨年度と同様に述べ約 90 人が参加した。 

（４）グリーンライブセンターにおいて市民団体（多摩市グリーンボランティア連絡会）と協働し、多摩市 

グリーンボランティア講座（初級）を実施した。また恵泉女学園大学と連携し、自治会や管理組合の 

花壇等を管理するグループを対象とした「花種の配布及び育成方法の講習会」、公園・緑地内の花壇 

等を管理するグループを対象とした「コミュニティ花壇講習会」を実施した。その他、「街の大きな 

木を巡る」や「親子で竹の子と遊ぼう」、「緑の探検隊」など体験型イベントも開催した。 

（公園緑地課） 

   長年市内に在住されている方を講師に招き、多摩の暮らしや文化、自然との関わり方等についての講 

座、植物観察会、ぞうり作り体験会、しめ縄作り体験会等の体験学習会を実施した。実施回数は、古 

民家でのぞうり作り、しめ縄作りが各 1 回、多摩市植物友の会との共催で自然観察会を 10 回実施 

し、合計 657 名の参加者があった。（教育振興課） 

令和元年度の取組み内容の評価 

 ↑取組みが前進した 

【理由】 

（１）平成 30 年度に引き続き、イベントの募集方法に、インターネット申込を設けたことで、河川に 

      おける水辺の生き物観察のイベントについては、いずれも定員を超える申込があり、例年よりも多く 

      の子どもたちに関心を持ってもらえた。 

（２）利用者数は平成30年度時点より若干増加しているが、過去 5年間の推移を見ると貸出区画数自体の 

減少もあって徐々に減っている。（経済観光課） 

（３）実施回数、参加人数とも平成 30 年度と同様であった。（教育振興課） 

（４）ボランティア講座、花の育成講習会はじめ各種参加体験型イベントともに定着し、毎年多くの参加者 

のもと開催されている。（公園緑地課） 

   自然観察会は、昨年度より実施回数が増加し、平均で 6５名以上の参加があった。（教育振興課） 

今後の課題 

（１）河川の生き物の調査・観察を盛り込んだイベント、および多摩市公式ホームページ内の「多摩市内 

   で見つけた自然を教えて下さい」コーナーや「多摩川野鳥ギャラリー」コーナーを、より多くの市民 

   の方に知ってもらうことで、市内の自然や動植物への関心を高める必要がある。 

（２）相続関係などで土地所有者が家庭菜園用地の返却を求めてくるケースが増えてくることが考えられる 

が、都市農地の貸借の円滑化に関する法律が施行されたため、生産緑地内農地についても家庭菜園の 

候補地としての検討が可能になった。しかしながら、民間でも同様のサービスがあるため、存続・規 

模縮小・廃止なども含めて家庭菜園の考え方自体も検討する必要がある。（経済観光課） 

（３）講師の方が高齢化しているため、次世代の講師や団体の育成、確保が大きな課題である。 

（４）グリーンボランティア講座修了者の活動団体への登録及び新たな活動場所の掘り起こしなど、今後よ 

り一層市民団体と協働して取り組んでいくことが必要である。（公園緑地課） 



105 

 

   実施内容の検討、幅広い世代の参加を目指すとともに、文化財協力員・ボランティア等の協力による 

   事業展開を目指す。（教育振興課） 

 

施策 32:人材の育成と体制づくり 

取組み項目① 指導者・リーダーの育成 

（１）みどりや環境活動に関する指導者・リーダーの育成を図る。 

        （環境政策課、公園緑地課、文化・生涯学習推進課） 

令和元年度の取組み内容 

多摩市民環境会議と共催して、令和元年９月～1２月の間に全４回のシリーズとして環境学習セミナーを

開催した。 

また、市民協働事業の新たな担い手作りの一環として、6 月の「川の生き物調査・観察会」、８月の「乞

田川の恵み」、10 月の「環境ウォッチング」において当日ボランティアスタッフの募集を行った。（環境政

策課） 

市民団体（多摩市グリーンボランティア森木会）と協働し、公園や緑地の雑木林等の管理に関わる指導者

養成のための「多摩市グリーンボランティア講座（中級）」を開催した。（公園緑地課） 

多摩市文化振興財団（多摩市立複合文化施設（パルテノン多摩）の指定管理者）が、生物を専門とする学

芸員を１名配置し、以下の通り、環境に関する２つの事業を実施した。 

①植物について専門的に学びたい人を対象とした講座の実施 

 植物についてある程度知識を持った市民を対象に、深く環境を理解し、みどりや環境活動に関する 

 指導者に資する人材を育成することを目的に植物観察会ステップアップコースを実施し、 

 延べ３４７人が受講した。 

②市民ボランティアとの協働による調査分析活動の実施 

 市民協働型の事業である植物標本整理ボランティアの取組において、７７人が活動した。 

（文化・生涯学習推進課） 

令和元年度の取組み内容の評価 

 ↑取組みが前進した 

【理由】 

 当日ボランティアスタッフの募集に関しては、６月の「川の生き物調査・観察会」で２２名、8 月の「乞

田川の恵み」で６名、10 月の「環境ウォッチング」でも７名の参加があった。いずれもイベント当日のみ

の協力者ではあるものの、各事業の主催団体のメンバーの高齢化が課題となっている中で、新たな担い手を

つくり事業の継続性を保つという観点でみれば、成果があったといえる。（環境政策課）  

 12 名の市民がグリーンボランティア講座（中級）を修了し、市内の公園や緑地でより高度な知識と経験

を活かし、みどりの保全・育成に取り組んでいただくこととなった。（公園緑地課） 

 多摩市文化振興財団が、市民の興味関心に合わせて行う事業や市民が主役となって調査活動を行う事業を

実施したことで、市民が主体的な活動を始めるきっかけとなる場や市民が主体的に活動できる場を創出し、

指導者およびリーダーの育成に対して、引き続き寄与できたと評価した。（文化・生涯学習推進課） 

今後の課題 

毎年の定例事業として定着してきた「環境学習セミナー」については、今後も内容等を市民団体とともに

環境部内各課で検討して更に充実させることにより、参加者の環境への関心・活動意欲を高め、環境活動の

担い手と次世代のリーダーの育成を図る必要がある。また、当日ボランティアは今後も継続して募集を行

い、環境活動に関心を持ってもらうよう努める。（環境政策課） 

グリーンボランティア講座（初級）には、年々女性の受講者が増加すると共に保全活動にも女性が多くな

ってきていることから、中級講座にもより一層、女性の参加を促し女性指導者の養成が求められる。（公園

緑地課） 

  パルテノン多摩再開館後、財団学芸員と協働し、専門的な研究活動や研究成果の展示企画できるような主

体的な活動ができる市民を育成していくための制度設計が課題である。 

この課題への取組として、人材育成に関する取組を、パルテノン多摩休館中に市の業務委託に基づき、試行

的に財団が実施する。また、試行結果を踏まえながら制度設計の検討を財団とともに進める。 

（文化・生涯学習推進課） 
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取組み項目② 活動拠点の提供と活用 

（１）みどりや環境に関する活動の拠点として、グリーンライブセンターなどを活用する。 

                            （環境政策課、公園緑地課） 

令和元年度の取組み内容 

「多摩市水辺の楽校楽校式」「多摩市民環境会議総会」の会場及び「多摩エコ･フェスタ 20２０」のコ

ラボ企画会場としてグリーンライブセンターを活用した。（環境政策課）       

 グリーンライブセンター主催のみどりに関する講習会、講座をはじめ、グリーンボランティア森木会の

運営会議や各班の打合せや公園愛護会、アダプトの情報交換の場として活用した。（公園緑地課） 

令和元年度の取組み内容の評価 

 ↑取組みが前進した 

【理由】 

環境に関する活動拠点として活用した結果、利用する市民団体だけでなく、その会合に招待する外部の

関係者にもグリーンライブセンターの存在と魅力を知ってもらう機会を提供した。市民団体の活動を通じ

て、市内外を問わず多くの人に同施設を利用してもらえたという点で一定の成果があったといえる。（環

境政策課） 

 各種講座の受講者がグリーンライブセンターのガーデンサポーター及びローズクラブ会員として通年で

活動しており、拠点としての輪が年々広がってきている。（公園緑地課） 

今後の課題 

 今後とも、環境に関するイベントや環境保全・啓発団体の活動拠点として更に活用していく必要があ

る。（環境政策課） 

 年々増加し活動の輪が広がってきているボランティアの休憩や更衣スペース等の活動環境の整備が求め

られる。（公園緑地課） 
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取組み項目③ 活動支援 

（１）みどりや環境に関する市民団体やボランティア活動に必要な消耗品等の支援を行う。 

                      （環境政策課、公園緑地課、ごみ対策課） 

（２）活動するための公園緑地などの場の提供を行う。（公園緑地課） 

令和元年度の取組み内容 

（１） 環境に関する市民団体のうち、市と協働事業を実施する「多摩市環境行事実行委員会」・「多摩市民

環境会議」・「多摩市水辺の楽校運営協議会」に、必要な消耗品（事務用品等）の支援を行った。 

令和元年度の支援内容は、お知らせ文の作成および仕分け・発送、行事チラシの印刷などを行っ 

た。（環境政策課） 

      市民団体（多摩グリーンボランティア森木会）と協働し、公園や緑地の雑木林等の管理に関わるボ 

ランティア人材養成のための「多摩市グリーンボランティア講座（初級）」を開催した。 

公園愛護会やアダプト団体に対し、活動に必要な清掃用具等の支援をおこなった。（公園緑地課）  

町会・自治会等の団体や個人が、道路や公園等の公共の場所を清掃する場合、無料のボランティア 

袋を配布している。また、ごみゼロデー及び市民清掃デーにおいても無料のごみ袋を配布し、地域 

の美化活動支援を行った。令和元年度は約 8.9 万枚のボランティア袋を作成した。（ごみ対策課） 

（２） 管理協定を結んでいる団体や新たに活動を計画している方々に対し、打合せ場所の確保や周辺住民 

との調整など活動への支援をおこなった。（公園緑地課）  

令和元年度の取組み内容の評価 

 →これまでと変わらない 

【理由】 

（１） これまでと同様に各団体と調整して支援を行い、市民協働を進めるコーディネーターの役目を果た

すことができた。（環境政策課） 

 活動に必要な用具については、従来から予算の範囲で対応してきている。（公園緑地課） 

 平成 30 年度のボランティア袋作成枚数（約 8.8 万枚）と比較すると微増、ごみゼロデー及び市民 

清掃デーに参加いただいた人数は、ごみゼロデーが微減、市民清掃デーが微増であった。 

（ごみ対策課） 

（２）前年度までと同様に、令和元年度についても活動への支援を行っている。（公園緑地課） 

今後の課題 

（１）より効果的な支援を行うため、市民団体と調整のうえ内容の精査を行う。（環境政策課） 

公園愛護会（有償）とアダプト団体（無償）との支援のあり方について検討が必要。（公園緑地課） 

今後も市民のボランティアによる清掃や、市民清掃デー等の地域美化活動を支援していく必要があ 

る。（ごみ対策課） 

（２）作業や活動がスムーズにより効果的になるよう活動団体と市の役割分担を明確にするため、随時情報 

共有に努める必要がある。（公園緑地課） 
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取組み項目④ 各種団体や市民、指導者との連携支援 

（１）市民団体等の活動や活動の事業化、市民団体同士の連携を図るための支援を行う。 

                           （環境政策課、公園緑地課） 

（２）みどりや環境活動に関する指導者・リーダーと、サポートを必要とする人をつなぐ支援をする。 

                      （公園緑地課、文化・生涯学習推進課、教育振興課） 

令和元年度の取組み内容 

（１）平成 27 年度から引き続き、「多摩エコ･フェスタ 20２０」を実行委員会形式で企画・運営し、

環境に関する市民団体同士の連携が強化されるような場を提供した。併せて、市民団体間の横の

つながりを醸成し、ネットワーク化を進めるために立ち上げた「環境市民団体間のメーリングリ

スト」への加入を呼びかけた。（環境政策課） 

   「多摩センターこども祭り」や「ハロウィンイベント」など、市民団体と大学及び市の連携によ

る企画を実施し、多くの親子連れ等の市民で賑わった。（公園緑地課） 

（２）多摩グリーンボランティア森木会の運営会議で緑地の管理活動を目指す方々への支援を行った。

また、学校や PTA 等の要請を受け、森木会が学校林の管理など技術支援をおこなった。（公園緑

地課） 

多摩市文化振興財団の生物を専門とする学芸員が、以下の通り２つの事業を実施した。 

① アウトリーチ事業として、市内小学校の児童を対象に、小学校での講座やフィールドワークな

どの出張授業を実施した。また、東京都埋蔵文化財センターや、団地管理組合の植物観察会へ

の講師派遣も行った。自然・環境等をテーマとした出前授業は６事業、全１５回実施し、延べ

６７５名が参加した。 

② 東京都絶滅危惧植物のハタザオについて、前年度に引き続き、学芸員が中心となって、小学校

や大学などの関係機関との連携した保護活動をおこなった。今年度は生育地を校区とする多摩

第一小学校をはじめ、前年度に協力関係を構築した神代植物公園 植物多様性センターのほ

か、あらたに恵泉女学園大学の宮内研究室、明治大学農学部の倉本研究室も保護活動に関わる

ことになった。（文化・生涯学習推進課） 

   ぞうり作り、しめ縄作り等の体験型事業を通じて、地域の生活文化を伝える人とこれからの多摩 

   市を担う若い世代の人との交流や、技能の継承について支援を行った。（教育振興課） 

令和元年度の取組み内容の評価 

 ↑取組みが前進した 

【理由】 

（１）多摩エコ･フェスタについては昨年に引き続き実行委員会形式で開催し、テーマを「ひろげよう！ 

   つなげよう！多摩のエコ」とし団体間の連携が広がりをつくることができた。他方で、「環境市民

団体間のメーリングリスト」への加入もエコ･フェスタのまとめの会を活用して呼びかけを行っ

た。（環境政策課） 

   市と市民団体や大学との連携による講座やイベント等については、定着しているものや新たな企画   

によるものなど、三者が継続して創意工夫により取り組んできた。（公園緑地課） 

（２）市民からのみどりの活動に関わる問い合わせを受け、必要な情報の提供や活動団体に繋ぐなど支援  

をおこなった。（公園緑地課） 

   専門家である財団学芸員が、パルテノン多摩の外に出て実施するアウトリーチ事業を通して 

   市民と直接関わることで、市民が地域の自然環境について学ぶ機会を継続して創出できた。 

   また、ハタザオ保護に関する取組のなかで、指導者としての関わりを視野に入れつつ、 

   あらたな専門機関との関わりを開始した成果があったことから取組が前進したと 

   評価した。（文化・生涯学習推進課） 

   ぞうり作り体験会の参加者は猛暑の影響により平成３０年度に比べてやや減少したが、しめ縄作り

体験会の参加者は前年度より増加した。両事業とも取組内容については前年度と同様の内容であ

り、参加者からは大変好評であった。（教育振興課） 

今後の課題 

（１） エコ・フェスタでの連携により、各団体同士の交流は広まっているが、継続的な横のつながりに    

ついては、更なる方策を検討する。（環境政策課） 

    市民団体や学生など活動に関わる方々からの意見や要望等を吸い上げていく体制が求められる。

（公園緑地課） 

（２） グリーンライブセンターの運営が三者となったことで、指導者の掘り起こしの量、幅ともに広が
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ったことから、サポートを必要とする人への支援もより適時適切な人材に繋ぐことが可能となってきてい

るため、緑化相談やイベント及び講座等を通じ一層のアナウンスが必要である。（公園緑地課）  

  ①現在、一部の小学校のみに出張授業を行っており、出張授業の取組を知らずに、 

   活用できていない市内小中学校に対して、周知し、出張先を拡大していくことが課題である。 

   課題への取組としては、出張授業風景等の記録を整理し、PR 資料としてまとめ、 

   今後、教育委員会と連携し、各学校へ出張授業の取組について、アピールしていく。 

  ②東京都絶滅危惧植物のハタザオに関する取組については、昨年度は、関係機関について 

   保護活動を共同して実施する機会を持てた状態であり、今後、大学の研究者等に学校へ 

   出張授業してもらうような連携に発展させ、それを持続させていくための体制作りが 

   課題である。 

   上記課題について、財団と共に引き続き検討を進める。（文化・生涯学習推進課） 

  ぞうり作り体験会等の体験型事業は、講師の方が直接指導可能な人数に限りがあり、参加人数が制限 

されるため、文化財協力員・ボランティア等の協力による事業実施体制を目指すことが必要である。 

また、講師の方が高齢化しているため、次世代の講師や後継者の育成・確保が必要である。 

（教育振興課）                                     
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～施策方針Ｌ 環境に関する情報発信の充実～ 

施策 33:みどりと環境に関する普及啓発 

取組み項目① 環境に関する情報提供や広報の推進 

（１）みどりや環境に関する情報提供を広報や WEB サイトにて行い、市民の関心を高める。 

                                                                （公園緑地課、環境政策課） 

（２）みどりや環境に関する多様な媒体の資料を収集し、貸し出しを行う。（図書館） 

（３）持続発展教育・ESD に関する取組みについて、 ユネスコスクールのホームページへの情報発信及

び更新を行う。（教育指導課） 

令和元年度の取組み内容 

（１）グリーンライブセンターの運営が三者連携に移行（平成 23 年度）されてから、施設案内や各種講 

座、催し物はじめ花の見頃など、市公式ホームページからのリンクで恵泉女学園大学がアップする 

グリーンライブセンターのページ及びフェイスブックで情報発信をおこなった。（公園緑地課）  

 自治会・管理組合向けに様々な環境の取り組みに関するチラシ配布を積極的に実施した。 

   また、環境事業について市の広報やホームページ、公式 twitterを積極的に活用し、市民への普及啓 

発を行った。インターネット上での申込については環境イベントのほか、新たに令和元年度から省 

エネチャレンジコンテストの受付も開始した。                       （環境政策課）                                     

（２） みどりや環境に関する新刊書や市で発行した報告書等資料を継続して収集し、蔵書の充実に努め  

た。市内の小中学校へ調べ学習用の資料として、自然や環境に関する本を貸し出した。調べ学習テ 

ーマ「温暖化」、「SDGｓ研究レポート」、「見つめよう環境問題」、「エネルギー」などのテーマに沿 

った資料の貸し出し。（延べ 15 校、1,213 冊）。環境政策課と連携し、８月に全館で生物多様性を 

テーマにした児童書のテーマ展示を全館で実施した。（図書館） 

（３） 多摩市立全小・中学校の公式ホームページとユネスコスクールに関する公式ホームページがリンク 

していることにより、市内外に ESD の取り組みを効果的に情報発信した。令和元年度は、平成３

０年度と同様にユネスコスクールへの成果報告や学校の取り組み状況について、具体的かつ詳細に

示した。（教育指導課） 

令和元年度の取組み内容の評価 

 ↑取組みが前進した 

【理由】 

（１）前年度と同様に広報、WEB サイトを通して、みどりや環境に関する情報提供を行った。 

（公園緑地課） 

    自治会・管理組合向けに様々な環境の取り組みに関するチラシ配布を積極的に実施した。 

    また、環境イベントのインターネット申請を引き続き行い、多くのイベントで定員を上回る 

    応募があった。（環境政策課） 

（２） 例年どおり、新刊を中心に選書をおこなった。調べ学習貸出は、各学校の取組みにより依頼を受け

て貸し出しをした。３０年度の延べ１９校、６３９冊に比べ、依頼学校数は４校減少したが、環境

問題だけをテーマにするだけでなく複合的なテーマの一つに環境や自然をテーマにした依頼が多か

ったため貸出冊数は増加した。また環境政策課と連携し、生物多様性をテーマにした児童書の展示

を全館でおこない、関心を高めることができた。（図書館） 

（３） 平成 30 年度よりも具体的かつ詳細に学校の取組の発信を行ったため。 

     また、各学校の取り組みがSDGｓを踏まえたESDについての展開に変わりつつあり、内容の充実 

     も図られている。（教育指導課） 

今後の課題 

（１）来館者増に寄与する効果的な広報手法を検討する必要がある。（公園緑地課） 

   ニーズが多様化する中で、様々な情報提供方法や、必要な情報にスムーズにアクセスできるような体 

制を検討していく。（環境政策課） 

（２）各図書館における企画展示、環境部各課との連携による企画展示、ホームページのテーマ資料リスト 

機能の活用など積極的な情報発信を行う。（図書館） 

（３）今後は、ホームページで発信した内容を他市等のユネスコスクール同士で共有し、相互啓発を図って  

   いく必要性がある。（教育指導課） 
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取組み項目② 環境に関する施策の実施状況等の報告 

（１）みどりと環境基本計画にかかる施策の実施状況等を毎年多摩市みどりと環境審議会の意見を付して 

   報告書として発行する。（環境政策課） 

令和元年度の取組み内容 

「多摩市みどりと環境基本計画」に基づき、平成３０年度の市の環境に関する施策の取組みの実施状況

や今後の課題等を、多摩市みどりと環境審議会の点検・評価による意見を付して、年次報告書として発行

した。 

令和元年度の取組み内容の評価 

 →これまでと変わらない 

【理由】 

平成３０年度の年次報告書については、基本計画の短期目標の体系である１２の施策方針から重点評価

対象とする施策方針を選定した。 

レイアウトについてはグラフが細かく見えにくい部分が見受けられたので、拡大や背景の色を薄くする

などして、見やすくなるよう工夫した。 

今後の課題 

審議会における外部評価等を踏まえたＰＤＣＡサイクルによる「多摩市みどりと環境基本計画」の適切

な進行管理を実現していく。 

また、次期みどりと環境基本計画策定段階から、より分かりやすく市民が興味を持つような報告書づく

りを検討していく。 

 

取組み項目③ みどりと環境活動等に関する情報提供の充実 

（１）市や市民団体等が開催する、環境に関する活動や、講座・講習会、体験型イベント等の情報をホー

ムページや広報に載せ、PR を行う。（環境政策課、公園緑地課） 

令和元年度の取組み内容 

 環境に関する市民団体のうち、市と協働事業を実施する多摩市民環境会議・多摩市水辺の楽校運営協議

会・多摩市環境行事実行委員会との事業について、広報や公式ホームページに掲載した。その他、各種イ

ベントのチラシを作成する際、そのイベントの主催者の情報を掲載し、イベントだけでなく、企画運営す

る主催者にも関心を持ってもらえるような工夫を行った。（環境政策課）  

 花とみどりの相談はじめ月毎に開催される講座、講習会や体験型イベント等については、月 2 回の広

報やホームページへの掲載、さらにチラシの作成・配布により市民への周知を行った。（公園緑地課）      

令和元年度の取組み内容の評価 

 ↑取組みが前進した 

【理由】 

   イベントの裏面を生かした市民団体の紹介に関しては、当日ボランティアスタッフ募集の件もチラシ

に織り交ぜＰＲを行っている。（環境政策課） 

 毎月 1 回開催する三者連携推進協議会において、より市民ニーズに対応した講座や催し物及びイベン

ト等の検討と周知方法などについて協議した。（公園緑地課） 

今後の課題 

 市や市民団体等が開催する環境に関するイベント等の情報を、掲載方法を更に工夫しホームページや広

報に載せ、PR を行う必要がある。また、いずれの団体においても、スタッフの担い手づくりが課題であ

り、市としても参加意欲を促すような内容に改善していく必要がある。（環境政策課） 

 各種講座やイベント参加者に対しては、チラシの配布等により以後の行事日程を必ず周知することな

ど、引き続き、様々な手法での情報発信に取り組んでいくこと。（公園緑地課） 
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施策 34:環境の安全性に関する情報提供 

取組み項目① 環境に関する適切な情報公開 

（１）東京都をはじめとする関係機関や、市民団体等と連携を図りながら、生活環境にかかる調査数値結果

等の情報を、適切に公開する。（環境政策課） 

（２）生活環境の安全性に関する情報や対処方法などの情報をホームページなど様々な媒体を活用して発信

し、広く市民に周知する。（環境政策課） 

令和元年度の取組み内容 

（１）国や、東京都等の関係機関と連携し、PRTR 法及び適正管理化学物質に関する人の健康に影響を及 

   ぼすおそれのある化学物質の環境中への排出状況について、市公式ホームページに公表中の情報を更 

   新した。放射性物質の検査のうち、市民からの依頼による食品検査は、市民団体に委託して連携しな 

   がら行い、たま広報や市公式ホームページで公表した。 

（２）生活環境の安全性に関する情報として、放射線については、市民からの依頼による食品検査のほか 

   に、定点測定と学校給食は直接市が測定し、結果をたま広報や市公式ホームページで公開した。 

   PM2.5 については、東京都と連携して東京都の常時監視による測定結果の収集に努め、市公式ホー 

ムページで公表を行った。また、光化学スモッグの発生原因となる光化学オキシダントの速報値等 

   の情報についてはその入手方法、蚊やハチなどの衛生害虫についてはその対処方法を市公式ホームペ 

   ージで啓発を行った。 

令和元年度の取組み内容の評価 

 →これまでと変わらない 

【理由】 

 PRTR法及び適正管理化学物質に関する人の健康に影響を及ぼすおそれのある化学物質の環境中への排出

状況の情報を定期的に更新することで、市民に化学物質の排出状況の啓発と事業者に対しては自主的な化学

物質の管理の改善とその必要性を周知することができた。 

 放射線の測定と検査の結果、PM2.5 や光化学オキシダントに関する情報、蚊やハチなどの衛生害虫の対

処法等を市公式ホームページで公表及び提供することで、市民に安全・安心の提供と快適な生活環境の保全

を推進することができた。 

今後の課題 

 PRTR法及び適正管理化学物質に関する人の健康に影響を及ぼすおそれのある化学物質の環境中への排出

状況の情報を定期的に更新することで、市民に化学物質の排出状況の啓発と事業者に対しては自主的な化学

物質の管理の改善とその必要性を周知することができた。 

 放射線の測定と検査の結果、PM2.5 や光化学オキシダントに関する情報、蚊やハチなどの衛生害虫の対

処法等を市公式ホームページで公表及び提供することで、市民に安全・安心の提供と快適な生活環境の保全

を推進することができた。 
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取組み項目② 環境に関する相談窓口での対応 

（１）生活環境の安全性に関する相談を、市役所の窓口で対応する。（環境政策課） 

令和元年度の取組み内容 

 年間を通じて、公害苦情相談やその他環境問題に関する問い合わせについて適切に対応した。特に、公

害苦情については、現場を確認し、法律・条例に基づく指導を８４件行った。 

令和元年度の取組み内容の評価 

 ↑取組みが前進した 

【理由】 

 公害苦情相談やその他環境問題に関する問い合わせに対し、適切に対応したことで、市民の生活環境を

良好に維持することができた。相談件数が平成 30 年度から令和元年度にかけて 70 件から 84 件に増加

した。 

今後の課題 

 公害等の被害を最小限に抑えるため、今後も引続き迅速な対応を行う。 
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環境情報分野における管理指標の状況 

 

①子どもを対象とした環境に関する活動の実施回数（環境政策課）              
                                                 
   子どもを対象にした環境学習の活動として、水辺の観察会や環境地図作品展等の事業を行っています。    

   今後さらに、子どもたちの自然と親しむ機会を増やし、自然の豊かさと大切さについて体験を通して知って  

  もらい、次世代への環境の保全につなげます。その実施効果を確認するため、設定しています。       

 

 

 

②ユネスコスクール登録校の環境教育への取組みの情報発信（教育指導課） 
  環境教育の推進とその取組みについての情報発信の推進状況を確認するため、設定しています。         

  その他、特色ある環境教育等の実践を、平成 31 年度まで発行する予定の「持続発展教育・ＥＳＤ実践事例集」   

 やユネスコスクールの活動報告に掲載するなど、毎年度発信の頻度や内容を別途確認していきます。        

 

 

現状の評価と今後の課題

　本年度は事業数が前年度より2事業減少した。環境市民団体数、会員数が増加していない
状況で、市民団体とともに新たな手法の検討などを行い、事業数を増やしていく工夫が必要
である。

現状値 19 事業 （令和元年度）

目標値 24事業 （令和3年度）

基準値 20 事業 （平成22年度）

20 19

17 18 
16 

21 

19 

24

16
18
20
22
24
26

実績値

目標値

現状の評価と今後の課題

【現状】学校は、令和元年度多摩市子どもみらい会議の内容を受け、学校の取組を実施し、
           成果を学校通信、ホームページ及び教育委員会が発行する「子どもが創る多摩市の
           みらい」（ESD実践事例集　第５版）にて発信している。
【課題】ユネスコスクールとして、学校の取組状況の発信を継続するとともに、取組内容の交
　　　　 流等を行う。

現状値 26 校 （令和元年度）

目標値 全校　（令和3年度）

(平成30年度時点で全26校)

基準値 0 校 （平成22年度）
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